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2123 東海第⼆発電所の設置変更許可にあたっての知事コメント

１．本⽇、原⼦⼒規制委員会において、⽇本原⼦⼒発電(株)東海第⼆発電所の
  設置変更許可が⾏われた。

２．新規制基準のもとで設置変更許可が⾏われたのは、島根原発２号機と同じ
  沸騰⽔型炉としては、東京電⼒ホールディングス（株）柏崎刈⽻原発６、７号機に
  次いで２例⽬、東⽇本⼤震災において被災した原発としては初である。

３．引き続き、原⼦⼒規制委員会による⼯事計画認可、運転期間延⻑認可、
  保安規定変更認可、使⽤前検査などの⼿続きが進められるので、その動向を
  よく注視していく考えである。
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